
種別

曜日

月

一般ごみ 再生ごみ 埋立ごみ 粗大ごみ

原則として
水曜日

指定日

ごみ収集日程表

※再生ごみの分類
■Ａ群…新聞紙、折込チラシ
■Ｂ群…雑誌
■Ｃ群…ビン類、カン類、ペッ
　　　　トボトル、金物類、布
　　　　類、ダンボール、牛乳
　　　　パック

ごみ出しルールを守ろう！

12
月

11
月

Ａ群
Ｃ群

Ｂ群
Ｃ群

Ａ群
Ｃ群

Ｂ群
Ｃ群

原則として
火・金曜日
○印は曜日変更

原則として
木　曜　日
○印は曜日変更

 22 
（木）

（月）

ご
み
は
決
め
ら
れ
た
収
集
日
に
、
決
め
ら
れ
た
集
積
所
に
、
決
め
ら
れ
た
袋
（
指
定
袋
）
で
、
午
前
８
時
30
分
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

ル
ー
ル
を
守
っ
て
美
し
い
町
に

 ４ ・ ７・11

14・18・21

25・28

12
6・20

26

10 天神

17 亀崎･亀須

　 当新田

三
泗
鈴
亀
農
業
共
済
事
務
組
合
の

事
務
所
が
移
転
し
ま
す

過
重
労
働
・
賃
金
不
払
残
業
解
消

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
月
間

　

三
泗
鈴
亀
農
業
共
済
事
務
組
合
の
事

務
所
が
、
11
月
26
日

（月）
よ
り
現
在
の
菰

野
町
大
字
大
強
原
3
2
4
7
番
地
三
重

四
日
市
農
協
鵜
川
原
支
店
２
階
か
ら
、

四
日
市
市
桜
町
の
鈴
鹿
山
麓
リ
サ
ー
チ

パ
ー
ク
内
㈱
三
重
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
セ
ン

タ
ー
２
階
へ
移
転
し
ま
す
。
新
事
務
所

の
所
在
地
、
連
絡
先
等
は
次
の
と
お
り

で
す
。

〒
5
1
2
―
１
２
１
１　

四
日
市
市
桜
町
3
6
9
0
番
地
4

　
　
　
　
　
　

℡
３
２
９
・
８
７
８
０

　
　
　
　
　
　
　

３
２
９
・
８
７
８
３

 

解
雇
、
退
職
勧
奨
、
配
置
転
換
、
職

場
で
の
い
じ
め
・
嫌
が
ら
せ
で
お
悩
み

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
職
場
の
ト
ラ
ブ

ル
に
つ
い
て
、
「
①
総
合
労
働
相
談
、

②
民
事
判
例
等
に
よ
る
ア
ド
バ
イ
ス
、

③
三
重
紛
争
調
整
委
員
会
に
よ
る
あ
っ

せ
ん
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

費
用
は
か
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
お
気

軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
三
重
労
働
局
総

務
部
企
画
室
（
℡
０
５
９
・
２
２
６
・

２
１
１
０
）
に
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
三
重
労
働
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
も

ご
参
照
く
だ
さ
い
。

職
場
の
ト
ラ
ブ
ル
解
消
の
お
手
伝
い

第
８
回
み
え
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム

平成19年度自衛官募集のご案内

募集種目 資　格 受付期間 試験期日 試験会場

自衛隊生徒 中卒（見込含）
１７歳未満男子

19年11月１日（木）
～

20年１月８日（火）

１次試験
１月12日（土）
２次試験
１月25日（金）
～28日（月）
（内１日）

１次試験
津市
２次試験
別示

２等陸・海・空士
１８歳以上
２７歳未満の
男子

年間を通じて
行っております。

11月17日（土）
12月15日（土） 津　市

■問い合わせ先■

自衛隊三重地方連絡部

四日市募集事務所

〒５１０－００７４

四日市市鵜の森1－14－11

℡３５１ー１７２３

自衛隊では、下記のとおり自衛官を募集しています。

11月９日～15日 秋の火災予防運動11月９日～15日 秋の火災予防運動
「火は見てる あなたが離れる その時を」「火は見てる あなたが離れる その時を」

火災が発生しやすい時季を迎えます。火の取り扱いには注意しましょう。火災が発生しやすい時季を迎えます。火の取り扱いには注意しましょう。

～家を火災から守るために～

○住宅用火災警報器を設置する
　一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

¡いつまでに設置するの？⇒平成20年６月１日まで。

¡どこに設置するの？⇒寝室、階段（寝室が２階以上にある場合のみ）。

¡どのような機器を購入するの？⇒煙感知式と熱感知式があるので、

　煙感知式の警報器を購入する（台所は熱感知式でも可）。ＮＳマ

　ーク（日本消防検定協会鑑定マーク）の付いているものを選ぶ。

¡どこで購入するの？⇒消防用設備取扱店、電気店、ホームセンタ

　ーなど。

○放火から家を守る
¡家の周りに燃えやすい物を置かない。

¡夜間、家の周りはなるべく明るくする。

¡お年寄りや、体の不自由な人を守るために、

　隣近所で協力体制をつくる。

○火を使用する器具は正しく使う
¡ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。

¡ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

　■消防本部予防保安課（TEL３５６-２０１０）

　

三
重
労
働
局
で
は
11
月
を
「
過
重
労

働
・
賃
金
不
払
残
業
解
消
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
月
間
」
と
し
て
、
賃
金
不
払
残
業
（
サ

ー
ビ
ス
残
業
）
と
過
重
労
働
の
解
消
に

向
け
た
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

現
在
三
重
県
内
で
は
、
労
働
時
間
に
関

す
る
労
働
基
準
法
違
反
が
増
加
し
、
長

時
間
労
働
を
行
っ
て
い
る
方
が
増
え
て

い
ま
す
。
長
時
間
・
過
重
な
労
働
は
、

医
学
的
知
見
か
ら
脳
・
心
臓
疾
患
（
く

も
膜
下
出
血
、
脳
梗
塞
、
心
筋
梗
塞
等
）

を
発
症
す
る
危
険
性
を
高
め
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
有
給
休
暇
の
取
得
な
ど
、

し
っ
か
り
休
息
を
と
る
こ
と
も
大
切
で

す
。
仕
事
と
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ

た
働
き
方
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

三
重
県
労
働
局
監
督
課

　
　

℡
０
５
９
・
２
２
６
・
２
１
０
６

　

現
行
の
地
上
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ
放

送
は
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送

へ
の
移
行
に
伴
い
、
２
０
１
１
年
７

月
24
日
ま
で
に
終
了
い
た
し
ま
す
。

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の
視

聴
方
法
な
ど
受
信
に
関
す
る
相
談
、

お
問
合
せ
は
、
下
記
へ
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ
先

・
受
信
相
談
／
総
務
省
地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放

　

送
受
信
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　

℡
０
５
７
０
・
０
７
・
０
１
０
１

（
Ｉ
Ｐ
電
話
等
、
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
が
繋
が
ら
な
い
方
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

℡
０
３
・
４
３
３
４
・
１
１
１

１
）

・
視
聴
エ
リ
ア
／
（
社
）
デ
ジ
タ
ル
放
送
推
進
協
会

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
dpa.or.jp/

地
上
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ

　
　

放
送
終
了
の
お
知
ら
せ

地
上
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ
ビ

　
　

放
送
終
了
の
お
知
ら
せ

2011年
7月24日

 

世
界
人
権
宣
言
の
普
及
啓
発
と
あ
ら

ゆ
る
差
別
を
な
く
し
て
い
く
た
め
、
県

内
の
人
権
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
る
企
業
・
団
体
・
福
祉
関
係
団
体

と
の
協
働
で
「
み
え
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
」

を
開
催
し
ま
す
。

　

あ
ら
ゆ
る
世
代
の
方
に
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

み
な
さ
ん
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

日　

時　

11
月
17
日

（土）
12
時
〜
16
時
、

11
月
18
日

（日）
９
時
30
分
〜
15
時

場　

所　

三
重
県
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

　

文
化
会
館
中
ホ
ー
ル
、
エ
ン
ト
ラ
ン

ス
、
祝
祭
広
場
（
津
市
一
身
田
上
津
部

田
１
２
３
４
）
路
線
バ
ス
（
津
駅
西
口

か
ら
運
行
「
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
行
」

「
夢
が
丘
団
地
行
」
）

内　

容　

記
念
講
演

　

服
飾
評
論
家
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
手　

　
　

ピ
ー
コ
（
先
着
9
5
0
名
）

①
韓
国
農
楽　

②
伊
勢
万
歳　

③
人
権

コ
ン
サ
ー
ト
「
池
田
卓
ラ
イ
ブ
」
・
食

文
化
コ
ー
ナ
ー
、
親
子
体
験
コ
ー
ナ
ー
、

市
町
人
権
啓
発
コ
ー
ナ
ー
な
ど

主　

催　

三
重
県
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
実

行
委
員
会
・
三
重
県

問
い
合
わ
せ
先

三
重
県
人
権
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会

事
務
局

〒
５
１
４
―
０
１
１
３　

津
市
一
身
田
大
古
曽
６
９
３
―
１

三
重
県
人
権
セ
ン
タ
ー
内　

（財）
反
差
別

・
人
権
研
究
所
み
え

　
　

℡
０
５
９
・
２
３
３
・
５
５
２
５

　
　
　

０
５
９
・
２
３
３
・
５
５
２
６

ごみの焼却の禁止について
　一定の構造基準を満たしていない焼却炉でごみを燃やすことは、例外を除き、禁止

されています。家庭ごみは、ルールを守って、ごみ集積場にお出しください。事業系

一般廃棄物はごみ集積場に出さずに、環境クリーンセンターに直接持ち込むか、町が

許可した収集・運搬業者に委託して責任を持って処理してください。

●焼却炉の構造基準（※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条の七）
１．ごみを焼却室で摂氏８００℃以上の状態で燃やすことができるもの

２．燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること

３．外気と遮断された状態でごみを焼却室に投入できること

４．焼却室の温度を測定できる装置があること

５．高温で焼却できるように助燃装置があること

●焼却禁止の例外規定（※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第十四条）
１．国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

２．震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必

　　要な廃棄物の焼却

３．風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

４．農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

５．たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

問い合わせ先　町民環境課　℡３６６－７１１５

1011

【
親
子
支
援
セ
ン
タ
ー
】
と　

き　

11
月
20
日（
火
）　

９
時
30
分
〜
11
時  

と
こ
ろ　

川
越
幼
稚
園　

 

℡
３
６
５
・
５
８
５
１

※
都
合
に
よ
り
開
催
で
き
な
い

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

12 高松・上吉

26 豊田一色

　  ･北福崎

 ２ ・ ６ ・ ９
13・16・20
　  ・27・30

14
 8 ・19

28

FAX

FAX

E
-m

ail info.san@
nosai24.com

〜
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
〜

http://w
w

w
.m

ie.plb.go.jp/

役
場
職
員
人
事

　

11
月
１
日
付
け
の
人
事
異
動
が
あ

り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
人
事
異
動
】
（　

）
内
は
旧
職
名

●
生
涯
学
習
課
課
長　

大
久
保
雅
生

　
　

（
会
計
課
課
長
）

●
健
康
推
進
課
課
長　

橋
本　

高
明

　
　

（
上
下
水
道
課
課
長
）

●
会
計
課
課
長　
　
　

小
川　

庸
輔

　
　

（
健
康
推
進
課
課
長
）

●
上
下
水
道
課
課
長
兼
検
査
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　

浅
野　

廣
司

　
　

（
上
下
水
道
課
主
監
兼
検
査
員
）

●
総
務
課
主
監　
　
　

小
山　

秀
夫

　
　

（
生
涯
学
習
課
課
長
）


